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の
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お
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宅
サ
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ビ
ス
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業
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行
う
者
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指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
七
十
八
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一
号
の
規
定
に

よ
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。
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本
文
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規
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り
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護
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を
行
う
者
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よ
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許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間

平
成
二
十
七
年
三
月
二
日
か
ら
同
月
十
三
日
ま
で

備
考一

漁
業
種
類

手
繰
第
一
種
漁
業

二

操
業
区
域

下
北
郡
尻
屋
埼
灯
台
中
心
点
と
北
海
道
函
館
市
恵
山
岬
灯
台
中
心
点
を
結
ん
だ

直
線
の
中
点
か
ら
正
東
の
線
以
南
、
東
経
百
四
十
二
度
三
十
分
の
線
以
西
の
太
平
洋
に
お
け
る

青
森
県
沖
合
海
域

三

操
業
期
間

平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
六
月
三
十
日
ま
で
及
び
同
年
九
月
一
日
か

ら
平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る
船
舶
の
隻
数
の
最
高
限
度

五
隻

青
森
県
告
示
第
五
十
号

海
岸
法

(

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
一
号)

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
海
岸
保
全
区
域
を

次
の
と
お
り
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
年
一
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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沿
岸
名

海
岸
名

地

区

海
岸
名

地

先

海
岸
名

区

域

下
北
八

戸

八
戸
港

八
太
郎

八
戸
市
八

太
郎

基
点
一
か
ら
基
点
五
三
ま
で
順
次
直
線
で
結
ん

だ
線
及
び
基
点
五
三
と
基
点
一
を
直
線
で
結
ん

だ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

基
点
の
表
示(

角
度
は
、
方
位
角
と
す
る
。)

基
点
一

河
原
木
二
等
三
角
点

(

北
緯
四

〇
度
三
二
分
三
〇
秒
東
経
一
四

一
度
二
九
分
二
三
秒)

か
ら
六

度
二
八
分
三
四
秒
一
七
二
八
・

九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
号
表

示
杭

基
点
二

基
点
一
か
ら
七
度
四
五
分
六
・

九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
号
表

示
杭

基
点
三

基
点
二
か
ら
五
七
度
三
分
七
・

九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
号
表

示
杭

基
点
四

基
点
三
か
ら
一
〇
五
度
五
分
二

一
・
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四

号
表
示
杭

基
点
五

基
点
四
か
ら
一
五
〇
度
一
分
二

七
五
・
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
号
表
示
杭

基
点
六

基
点
五
か
ら
一
四
九
度
四
三
分

八
・
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

六

号
表
示
杭

基
点
七

基
点
六
か
ら
一
五
〇
度
一
二
八

・
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

七
号

表
示
杭

基
点
八

基
点
七
か
ら
一
四
九
度
五
九
分

一
四
四
・
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

八
号
表
示
杭

基
点
九

基
点
八
か
ら
一
四
九
度
五
九
分

一
六
・
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

九
号
表
示
杭

基
点
一
〇

基
点
九
か
ら
一
四
九
度
五
七
分

三
三
四
・
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
〇
号
表
示
杭

基
点
一
一

基
点
一
〇
か
ら
一
四
九
度
四
九

分
一
一
・
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
一
号
表
示
杭

基
点
一
二

基
点
一
一
か
ら
一
五
〇
度
九
分

七
五
・
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
二
号
表
示
杭

基
点
一
三

基
点
一
二
か
ら
六
〇
度
五
八
分

〇
・
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一

三
号
表
示
杭

基
点
一
四

基
点
一
三
か
ら
一
四
九
度
五
九

分
二
九
・
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
四
号
表
示
杭

基
点
一
五

基
点
一
四
か
ら
一
五
〇
度
一
分

二
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
五
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号
表
示
杭

基
点
一
六

基
点
一
五
か
ら
一
五
〇
度
三
三

・
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
六

号
表
示
杭

基
点
一
七

基
点
一
六
か
ら
一
五
〇
度
五
分

一
一
・
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
七
号
表
示
杭

基
点
一
八

基
点
一
七
か
ら
一
四
九
度
四
一

分
三
一
三
・
一
メ
ー
ト
ル
の
地

点

一
八
号
表
示
杭

基
点
一
九

基
点
一
八
か
ら
一
五
一
度
三
二

分
一
三
・
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
九
号
表
示
杭

基
点
二
〇

基
点
一
九
か
ら
二
七
一
度
四
二

分
二
一
・
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
○
号
表
示
杭

基
点
二
一

基
点
二
一
か
ら
二
九
七
度
四
七

分
一
七
・
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
一
号
表
示
杭

基
点
二
二

基
点
二
一
か
ら
三
三
〇
度
二
分

五
一
・
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
二
号
表
示
杭

基
点
二
三

基
点
二
二
か
ら
三
二
七
度
四
七

分
四
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
三
号
表
示
杭

基
点
二
四

基
点
二
三
か
ら
三
二
九
度
五
七

分
一
九
一
・
二
メ
ー
ト
ル
の
地

点

二
四
号
表
示
杭

基
点
二
五

基
点
二
四
か
ら
七
度
八
分
一
九

・
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
五

号
表
示
杭

基
点
二
六

基
点
二
五
か
ら
五
九
度
五
二
分

一
二
・
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
六
号
表
示
杭

基
点
二
七

基
点
二
六
か
ら
三
三
〇
度
五
分

一
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
七
号
表
示
杭

基
点
二
八

基
点
二
七
か
ら
二
四
〇
度
五
分

一
一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
八
号
表
示
杭

基
点
二
九

基
点
二
八
か
ら
二
九
五
度
三
六

分
二
三
・
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
九
号
表
示
杭

基
点
三
〇

基
点
二
九
か
ら
三
二
九
度
五
九

分
一
三
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
〇
号
表
示
杭

基
点
三
一

基
点
三
〇
か
ら
七
度
二
一
分
一

九
・
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三

一
号
表
示
杭

基
点
三
二

基
点
三
一
か
ら
六
〇
度
一
二
・

八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
二
号

表
示
杭

基
点
三
三

基
点
三
二
か
ら
三
二
九
度
四
九

分
一
一
・
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
三
号
表
示
杭

基
点
三
四

基
点
三
三
か
ら
二
三
九
度
五
七

分
一
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三

四
号
表
示
杭

基
点
三
五

基
点
三
四
か
ら
二
九
六
度
四
七

分
二
四
・
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
五
号
表
示
杭

基
点
三
六

基
点
三
五
か
ら
三
二
九
度
五
九

分
一
九
二
・
四
メ
ー
ト
ル
の
地

点

三
六
号
表
示
杭

基
点
三
七

基
点
三
六
か
ら
三
三
二
度
一
分

四
五
・
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
七
号
表
示
杭

基
点
三
八

基
点
三
七
か
ら
三
二
九
度
四
六

分
四
九
・
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
八
号
表
示
杭

基
点
三
九

基
点
三
八
か
ら
〇
度
五
五
分
一

八
・
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三

九
号
表
示
杭

基
点
四
〇

基
点
三
九
か
ら
二
九
度
五
一
分
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公

告

農
用
地
利
用
配
分
計
画
の
認
可

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律

(

平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号)

第
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
八
日
認
可
し
た
の
で
、
同

条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
農
用
地
利
用
配
分
計
画
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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一
五
・
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
〇
号
表
示
杭

基
点
四
一

基
点
四
〇
か
ら
三
二
九
度
五
九

分
一
六
・
四
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
一
号
表
示
杭

基
点
四
二

基
点
四
一
か
ら
二
〇
九
度
五
一

分
一
一
・
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
二
号
表
示
杭

基
点
四
三

基
点
四
二
か
ら
二
六
九
度
五
二

分
一
五
・
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
三
号
表
示
杭

基
点
四
四

基
点
四
三
か
ら
三
三
〇
度
一
一

分
四
八
・
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
四
号
表
示
杭

基
点
四
五

基
点
四
四
か
ら
三
二
七
度
四
六

分
四
二
・
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
五
号
表
示
杭

基
点
四
六

基
点
四
五
か
ら
三
三
〇
度
二
分

一
八
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四

六
号
表
示
杭

基
点
四
七

基
点
四
六
か
ら
四
〇
度
一
二
分

六
・
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四

七
号
表
示
杭

基
点
四
八

基
点
四
七
か
ら
六
八
度
三
分
一

七
・
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四

八
号
表
示
杭

基
点
四
九

基
点
四
八
か
ら
三
二
九
度
四
三

分
八
・
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
九
号
表
示
杭

基
点
五
〇

基
点
四
九
か
ら
二
四
七
度
一
六

分
二
一
・
二
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
〇
号
表
示
杭

基
点
五
一

基
点
五
〇
か
ら
二
八
一
度
二
二

分
四
・
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
一
号
表
示
杭

基
点
五
二

基
点
五
一
か
ら
三
三
〇
度
七
五

・
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
二

号
表
示
杭

基
点
五
三

基
点
五
二
か
ら
三
三
〇
度
四
分

一
七
〇
・
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

五
三
号
表
示
杭

下
北
八

戸

八
戸
港

八
太
郎

八
戸
市
大

字
河
原
木

字
北
沼
地

先

基
点
一
か
ら
基
点
四
ま
で
順
次
直
線
で
結
ん
だ

線
及
び
基
点
四
と
基
点
一
を
直
線
で
結
ん
だ
線

に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

基
点
の
表
示(

角
度
は
、
方
位
角
と
す
る
。)

基
点
一

北
沼
四
等
三
角
点

(

北
緯
四
〇

度
三
三
分
二
六
秒
東
経
一
四
一

度
二
九
分
三
二
秒)

か
ら
二
七

〇
度
四
分
二
四
秒
五
八
六
・
八

メ
ー
ト
ル
の
地
点

一
号
表
示

杭

基
点
二

基
点
一
か
ら
二
四
二
度
五
一
分

七
六
・
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

二
号
表
示
杭

基
点
三

基
点
二
か
ら
三
三
二
度
五
〇
分

一
三
九
・
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

三
号
表
示
杭

基
点
四

基
点
三
か
ら
六
三
度
二
分
七
六

・
六
メ
ー
ト
ル
の
地
点

四
号

表
示
杭



( )

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
ウ
メ
コ
ウ

二

代
表
者
の
氏
名

川
村

登

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

三
沢
市
南
町
四
丁
目
三
一
の
三
四
七
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
三)

第
五
〇
〇
〇
二
〇
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
、
ガ
ラ
ス
、
建
具
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
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賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

氏
名
又
は
名
称

住
所
又
は
所
在
地

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

谷
地
村
久
人

三
戸
郡
新
郷
村
大
字
西
越

字
大
谷
地
八
七

三
戸
郡
新
郷
村
大
字
戸
来
字
丹
内
沢
二
八

有
限
会
社
平
葭

建
設
代
表
取
締
役

平
葭
雄
市

三
戸
郡
新
郷
村
大
字
戸
来

字
川
台
六
六

三
戸
郡
新
郷
村
大
字
戸
来
字
二
枚
口
四
○
の

一
ほ
か
四
筆

成
田
英
雅

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
大

俵
字
和
田
三
九
一
の
一

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
大
俵
字
西
田
一
六
六

の
一
ほ
か
一
筆

菊
地
淑
行

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字

田
舎
舘
字
中
�
四
二

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
田
舎
舘
字
松
橋
六

九
の
一
ほ
か
二
筆

須
藤
文
徳

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字

大
曲
字
船
橋
一
六
二
の
三

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
畑
中
字
樋
口
二
二

六
ほ
か
一
筆

山
本
義
美

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字

大
曲
字
村
元
二
三
の
一

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
大
曲
字
早
稲
田
六

八
の
一
ほ
か
三
筆

鈴
木
一
夫

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字

東
光
寺
字
村
上
一
二
二
の

一

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
東
光
寺
字
稲
田
三

七
ほ
か
三
筆

鈴
木
一
夫

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字

東
光
寺
字
村
上
一
二
二
の

一

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
東
光
寺
字
稲
田
二

の
一
ほ
か
五
筆

田
澤
正
則

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字

大
根
子
字
村
立
四
三
の
一

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
諏
訪
堂
字
村
岡
九

九
の
一
ほ
か
一
筆

鈴
木
勝
利

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字

川
部
字
村
元
三
八
の
一

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
和
泉
字
早
稲
田
二

四
の
一
ほ
か
一
筆

白
戸
卓
郎

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字

境
森
字
佃
一
一
八

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
川
部
字
下
船
橋
一

二
の
二
ほ
か
一
筆

花
田
賢
一

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字

前
田
屋
敷
字
南
一
本
柳
二

二

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
前
田
屋
敷
字
南
一

本
柳
八
一
ほ
か
十
八
筆

八
木
澤
孝
市

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字

田
舎
舘
字
東
田
一
五
二
の

三

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
田
舎
舘
字
東
田
八

ほ
か
一
筆

長
尾
榮
一

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字

垂
柳
字
福
岡
一
一

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
垂
柳
字
長
田
二
三

ほ
か
一
筆

石
澤
�
�

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
水

木
字
水
元
八
○

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
水
木
字
平
中
三
三
の

一
ほ
か
一
筆

古
川
弘
毅

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
福

島
字
村
元
二
三
の
一

南
津
軽
郡
藤
崎
町
大
字
福
島
字
前
橋
五
五
ほ

か
二
筆

大
川
智
由
紀

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
大

沢
内
字
二
タ
見
三
二
一

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
大
沢
内
字
海
原
三
九

七
の
一
ほ
か
四
筆

大
川
智
由
紀

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
大

沢
内
字
二
タ
見
三
二
一

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
大
沢
内
字
二
タ
見
五

○
九
の
一
ほ
か
一
筆

岩
田
勉

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
大

沢
内
字
海
原
八
五

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
大
沢
内
字
住
吉
三
三

一
ほ
か
二
筆

株
式
会
社
カ
ガ

ヤ
農
産

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
廻

堰
字
東
下
山
七
の
三

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
廻
堰
字
上
野
尻
九
三

ほ
か
四
筆

下
山
武
一

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
大

巻
字
川
瀬
七
六
の
一

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
大
巻
字
鳥
林
二
○
○

の
一
の
一
部
ほ
か
三
筆

鈴
木
良
彦

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
横

萢
字
森
口
五
八

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
横
萢
字
松
倉
二
○
七

ほ
か
四
筆

三
浦
政
志

八
戸
市
大
字
尻
内
町
字
矢

沢
四
一

八
戸
市
大
字
尻
内
町
字
赤
坂
四
五
の
一
ほ
か

一
筆



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
六
年
七
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り
確

認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
住
所
変
更

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
十

三
湖
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
住
所
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項

の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
八
日

西
北
地
域
県
民
局
長

藤

岡

正

昭
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役
員
の

区

別

氏

名

住

所

住
所
変
更
の

年

月

日

監

事

坂
本

朝
彦

旧
住
所
北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
長
泥
字
玉
清
水
五
六

の
二

新
住
所
北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
長
泥
字
玉
清
水
二
二

八
の
六

平
成
��

･

�･

��


